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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品を運搬するショッピングカートであって、
　前記ショッピングカートの後方を向いて着座可能な座席と、
　前記座席よりも前記ショッピングカートの後方に設けられたハンドル部と、
　前記ハンドル部に設けられ、前記ショッピングカートの後方に表示画面が向けられた第
１態様または前記ショッピングカートの前方に前記表示画面が向けられた第２態様に変更
可能な表示部と、
　前記表示画面に店舗に関する第１情報を表示する第１処理および前記表示画面に前記第
１情報とは表示内容が異なる第２情報を表示する第２処理を実行する実行部と、
　前記表示部が前記第１態様または前記第２態様に変更されたことを検出する検出部と、
　前記表示部が前記第１態様または前記第２態様に変更されたことが検出された場合、前
記実行部により実行する処理として前記第１処理または前記第２処理を選択可能な処理選
択画面を前記表示画面に表示させかつ前記処理選択画面において選択された処理を前記実
行部に実行させる切替部と、
　を備えたショッピングカート。
【請求項２】
　前記表示部は、前記ハンドル部を中心に回転して前記第１態様または前記第２態様に変
更可能である請求項１に記載のショッピングカート。
【請求項３】
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　前記座席と前記ハンドル部との間に設けられ前記表示部を載置可能なドックを備え、
　前記検出部は、前記表示部が左右方向または上下方向に１８０度回転したことをもって
前記表示部が前記第１態様または前記第２態様に変更されたことを検出する請求項１に記
載のショッピングカート。
【請求項４】
　商品を運搬するショッピングカートであって、前記ショッピングカートの後方を向いて
着座可能な座席と、前記座席よりも前記ショッピングカートの後方に設けられたハンドル
部と、前記ハンドル部に設けられ、前記ショッピングカートの後方に表示画面が向けられ
た第１態様または前記ショッピングカートの前方に前記表示画面が向けられた第２態様に
変更可能な表示部と、を備えた前記ショッピングカートを制御するコンピュータを、
　前記表示画面に店舗に関する第１情報を表示する第１処理および前記表示画面に前記第
１情報とは表示内容が異なる第２情報を表示する第２処理を実行する実行部と、
　前記表示部が前記第１態様または前記第２態様に変更されたことを検出する検出部と、
　前記表示部が前記第１態様または前記第２態様に変更されたことが検出された場合、前
記実行部により実行する処理として前記第１処理または前記第２処理を選択可能な処理選
択画面を前記表示画面に表示させかつ前記処理選択画面において選択された処理を前記実
行部に実行させる切替部と、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ショッピングカートおよびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スーパーマーケットやショッピングモール等の店舗内で顧客が使用するショッピ
ングカートには、顧客が連れてきた幼児を、顧客の側を向いて座らせることができる幼児
用座席を備えるものがある（特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、ショッピングカートの中には、店舗で販売している商品のお買い得情報や店
舗内の地図等の店舗情報を表示する表示部を備えたタブレットＰＣが搭載されているもの
があるが、当該タブレットＰＣが備える表示部が常時ショッピングカートを動かす人に向
けられて固定されているため、幼児用座席に座っている子供がタブレットＰＣを操作した
り、ゲームやムービー等のアプリを子供に提供したりすることはできない。そのため、子
連れショッピングにおいては、子供が退屈してしまうと、買物を早めに切り上げてしまう
人が多い、という課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　実施形態のショッピングカートは、商品を運搬するショッピングカートであって、座席
と、ハンドル部と、表示部と、実行部と、検出部と、切替部と、を備える。座席は、ショ
ッピングカートの後方を向いて着座可能である。ハンドル部は、座席よりもショッピング
カートの後方に設けられる。表示部は、ハンドル部に設けられ、ショッピングカートの後
方に表示画面が向けられた第１態様またはショッピングカートの前方に表示画面が向けら
れた第２態様に変更可能である。実行部は、表示画面に店舗に関する第１情報を表示する
第１処理および表示画面に第１情報とは表示内容が異なる第２情報を表示する第２処理を
実行する。検出部は、表示部が第１態様または第２態様に変更されたことを検出する。切
替部は、表示部が第１態様または第２態様に変更されたことが検出された場合、前記実行
部により実行する処理として前記第１処理または前記第２処理を選択可能な処理選択画面
を前記表示画面に表示させかつ前記処理選択画面において選択された処理を前記実行部に
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実行させる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、第１の実施形態にかかるショッピングカートを示す側面図である。
【図２】図２は、第１の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられたタブレッ
トＰＣの正面側からの斜視図である。
【図３】図３は、第１の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられたタブレッ
トＰＣの背面側からの斜視図である。
【図４】図４は、タブレットＰＣのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、本実施形態にかかるタブレットＰＣの機能構成を示すブロック図である
。
【図６】図６は、タブレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるショッピングカー
トを示す斜視図である。
【図７】図７は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピングカー
トを示す斜視図である。
【図８】図８は、タブレットＰＣが第１態様から第２態様に変更された場合に、実行する
処理を切り替える処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】図９は、タグレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるショッピングカー
トを示す斜視図である。
【図１０】図１０は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピング
カートを示す斜視図である。
【図１１】図１１は、タグレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるショッピング
カートを示す斜視図である。
【図１２】図１２は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピング
カートを示す斜視図である。
【図１３】図１３は、第４の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられたタブ
レットＰＣの背面側からの斜視図である。
【図１４】図１４は、第４の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられたタブ
レットＰＣの正面側からの斜視図である。
【図１５】図１５は、第４の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられたタブ
レットＰＣの正面側からの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態にかかるショッピングカートを示す側面図である。図２は、第
１の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられたタブレットＰＣの正面側から
の斜視図である。図３は、第１の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられた
タブレットＰＣの背面側からの斜視図である。
【０００７】
　本実施形態にかかるショッピングカート１は、上面開口した籠状の収納部１０１、収納
部１０１の下方に配置された移動用のキャスタ部１０２、ショッピングカート１を移動さ
せる顧客（操作者）側を向いて子供等が座って使用される座席１１１、当該座席１１１と
顧客との間に設けられかつ収納部１０１と連結されてショッピングカート１を移動させる
際に顧客が把持するハンドル部１０３等を備え、商品を運搬するカート１０４を有してい
る。
【０００８】
　カート１０４は、フレーム１０５により全体の骨格が構成されている。収納部１０１は
、収納部１０１を構成するフレーム１０５同士の間に網１０６が張られており、商品を外
部から視認できる態様で収納する。これにより、店員等は、収納部１０１に収納された商
品の詳細を容易に知ることができる。なお、カート１０４は、自ら収納部１０１を備える
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形態でなくてもよく、例えば、商品を外部から視認できる態様で収納する商品籠を受ける
籠受部を有し、この籠受部が受ける商品籠を収納部１０１とする形態であっても良い。
【０００９】
　座席１１１は、ハンドル部１０３が設けられた後部側の収納部１０１の後側面に、座部
１１２と背もたれ部１１３が折り畳み可能に設けられている。具体的には、座部１１２は
、収納部１０１の後側面の下端部に回動自在に枢着された支持部１１４により支持されて
いる。そして、座席１１１は、支持部１１４を収納部１０１の後側面から前方に押し出す
ように回動させることにより、収納部１０１の後側面に子供の足を出すための開口部が形
成されるとともに、支持部１１４の内側が背もたれ部１１３を構成する。これにより、座
席１１１は、使用しない場合には座部１１２と背もたれ部１１３とが収納部１０１の後側
面に収納される。一方、座席１１１は、使用する場合には座部１１２と背もたれ部１１３
とが収納部１０１の前方に引き出される。
【００１０】
　また、座席１１１が有する座部１１２は、端部が収納部１０１の後側面に回動自在に枢
着されている。これにより、座部１１２は、支持部１１４が収納部１０１の前方に押し出
されて子供が着座可能な状態になる際に、支持部１１４が収納部１０１の前方に押し出さ
れる動きに連動して、収納部１０１の後側面から床に対して略水平になるまで動く。
【００１１】
　さらに、収納部１０１の後側面と支持部１１４の上部との間には、上部支持部１１５が
架け渡されている。上部支持部１１５は、座部１１２と背もたれ部１１３とが収納部１０
１の前方に引き出された際に、支持部１１４を所定の位置に留まるように支持する。
【００１２】
　また、ショッピングカート１には、収納部１０１を構成するフレーム１０５のハンドル
部１０３側の一部に、タブレットＰＣ１０７が取り付けられている。タブレットＰＣ１０
７（表示装置）は、ハウジング１０８を有し、ハウジング１０８には、情報を表示する画
面であるＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）１０９、ＬＣＤ１０９の表示面上に取り付
けられた入力部としてのタッチパネル１１０が設けられている。
【００１３】
　また、ショッピングカート１には、タブレットＰＣ１０７を保持する保持部１１６が設
けられている。保持部１１６は、タブレットＰＣ１０７のハウジング１０８をハンドル部
１０３に対して回動自在に支持するフレーム支持部１１６ａと、タブレットＰＣ１０７と
接触して当該タブレットＰＣ１０７を固定的に支持する端末支持部１１６ｂとを有してい
る。これにより、タブレットＰＣ１０７は、保持部１１６を介してハンドル部１０３に対
して上下方向に回動自在に支持され、ハンドル部１０３を中心に上下方向に回転すること
により、タブレットＰＣ１０７のＬＣＤ１０９が顧客側に向けられた第１態様、またはＬ
ＣＤ１０９が座席１１１に座っている子供側に向けられた第２態様に変更可能に取り付け
られている。
【００１４】
　また、タブレットＰＣ１０７を保持する保持部１１６は、タブレットＰＣ１０７を第１
態様から第２態様に変更する際（または、タブレットＰＣ１０７を第２態様から第１態様
に変更する際）、タブレットＰＣ１０７がハンドル部１０３を中心に上下方向に１８０度
以上回転することを防止するためのストッパー（図示しない）を有しているものとする。
【００１５】
　なお、本実施形態では、タブレットＰＣ１０７を、ＬＣＤ１０９が顧客側に向けられた
第１態様またはＬＣＤ１０９が座席１１１に座っている子供側に向けられた第２態様に変
更可能に設けているが、ＬＣＤ１０９が顧客側に向けられた第１態様または当該第１態様
以外の第２態様に変更可能に設けられていれば、これに限定するものではない。
【００１６】
　図４は、タブレットＰＣのハードウェア構成を示すブロック図である。タブレットＰＣ
１０７は、各部を駆動制御する制御部４０１を備える。制御部４０１は、各部を集中的に
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制御するＣＰＵ（Central　Processing　Unit）４０２に、バスライン４０８を介して、
固定データを固定的に記憶するＲＯＭ（Read　Only　Memory）４０３と、可変データを書
き換え自在に記憶してＣＰＵ４０２のワークエリア等として機能するＲＡＭ（Random　Ac
cess　Memory）４０４と、不揮発性メモリ４０５とが接続されている。不揮発性メモリ４
０５には、ＣＰＵ４０２により実行されるプログラムが記憶されている。そして、制御部
４０１には、ＬＣＤ１０９、およびタッチパネル１１０がバスライン４０８を介して接続
されている。
【００１７】
　また、タブレットＰＣ１０７は、無線通信装置４０７を備えている。無線通信装置４０
７は、バスライン４０８を介して制御部４０１に接続されている。無線通信装置４０７は
、ネットワーク（図示しない）により店舗サーバやＰＯＳ（Point　Of　Sales）等との間
の通信を実現する。
【００１８】
　さらに、タブレットＰＣ１０７は、モーションセンサ４０６を備えている。モーション
センサ４０６は、バスライン４０８を介して制御部４０１に接続されている。モーション
センサ４０６は、加速度センサ等を利用してタブレットＰＣ１０７の３次元の動きを感知
し、タブレットＰＣ１０７がハンドル部１０３を中心に上下方向１８０度回転したことを
もって（つまり、タブレットＰＣ１０７の天地が反転したことをもって）第１態様または
第２態様に変更されたことを検出する。より具体的には、モーションセンサ４０６は、タ
ブレットＰＣ１０７の加速度と角速度との少なくとも一方を感知するセンサであり、本実
施形態では加速度を感知するものとする。なお、モーションセンサ４０６は、タブレット
ＰＣ１０７の動きを感知できるものであれば良く、例えば、他に速度センサや変位センサ
等を利用したものでも良い。
【００１９】
　タブレットＰＣ１０７の各部を集中的に制御するＣＰＵ４０２は、このタブレットＰＣ
１０７の主記憶装置として使用される不揮発性メモリ４０５上にロードされたプログラム
に基づいて各種処理を実行する。なお、不揮発性メモリ４０５上にロードされたプログラ
ムのソフトウェアモジュールは、ＯＳ（Operating　System）および複数のアプリケーシ
ョンを備えているものとする。ＯＳは、例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のようなホ
ストにインストールされた基本ソフトである。複数のアプリケーションには、ＯＳ上で実
行され、ＬＣＤ１０９に店舗情報を表示する処理のアプリケーションやＬＣＤ１０９にゲ
ームやムービーを表示する処理のアプリケーションなど、ＬＣＤ１０９に各種情報を表示
する処理のアプリケーションを含むものとする。
【００２０】
　次に、不揮発性メモリ４０５上にロードされるプログラムのソフトウェアモジュールが
実行させる機能のうち、本実施形態のタブレットＰＣ１０７が備える特長的な機能につい
て説明する。
【００２１】
　図５は、本実施形態にかかるタブレットＰＣの機能構成を示すブロック図である。図５
に示すように、タブレットＰＣ１０７は、実行部５０１、および切替部５０２などを備え
ている。
【００２２】
　実行部５０１は、不揮発性メモリ４０５上にロードされるプログラムのソフトウェアモ
ジュールのうちＯＳにより実現され、不揮発性メモリ４０５上にロードされたアプリケー
ションに基づいてＬＣＤ１０９に情報を表示する処理を実行するものである。例えば、実
行部５０１は、不揮発性メモリ４０５上にロードされたアプリケーションに基づいて、Ｌ
ＣＤ１０９に店舗情報を表示する処理、ゲームやムービーを表示する処理などを実行する
。
【００２３】
　切替部５０２は、不揮発性メモリ４０５上にロードされるプログラムのソフトウェアモ
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ジュールのうちＯＳにより実現され、モーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１０
７が第１態様または第２態様に変更されたことが検出された場合に、不揮発性メモリ４０
５上にロードされたアプリケーションに基づいて実行部５０１により実行する処理を切り
替えるものである。例えば、切替部５０２は、モーションセンサ４０６によりタブレット
ＰＣ１０７が第１態様に変更されたことが検出された場合、実行部５０１によりＬＣＤ１
０９に店舗情報を表示する処理に切り替える。一方、切替部５０２は、モーションセンサ
４０６によりタブレットＰＣ１０７が第２態様に変更されたことが検出された場合、実行
部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０９にゲームやムービーを表示する処理に切り
替える。
【００２４】
　図６は、タブレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるショッピングカートを示
す斜視図である。図６（ａ）は、タブレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるシ
ョッピングカート全体の斜視図である。図６（ｂ）は、タブレットＰＣが第１態様に変更
された場合におけるショッピングカートのハンドル部付近の斜視図である。図７は、タブ
レットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピングカートを示す斜視図である
。図７（ａ）は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピングカー
ト全体の斜視図である。図７（ｂ）は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合にお
けるショッピングカートのハンドル部付近の斜視図である。
【００２５】
　ショッピングカート１を移動させる顧客（操作者）Ａは、店舗で販売している商品のお
買い得情報や店舗内の地図等の店舗情報等を閲覧したい場合には、図７に示す第２態様に
あるタブレットＰＣ１０７を矢印の方向に向かってハンドル部１０３を中心に１８０度回
転させる。これにより、モーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０７が、図６（ａ
）および図６（ｂ）に示す第１態様に変更されたことを検出する。モーションセンサ４０
６によりタブレットＰＣ１０７が第１態様に変更されたことが検出されると、切替部５０
２は、実行部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０９に店舗情報を表示する処理に切
り替える。
【００２６】
　一方、顧客Ａは、ショッピングカート１の座席１１１（図１参照）に座っている子供Ｂ
が退屈してぐずってしまった場合には、図６に示す第１態様にあるタブレットＰＣ１０７
を矢印の方向に向かってハンドル部１０３を中心に１８０度回転させる。これにより、モ
ーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０７が、図７（ａ）および図７（ｂ）に示す
第２態様に変更されたことを検出する。モーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１
０７が第２態様に変更されたことが検出されると、切替部５０２は、実行部５０１により
実行する処理を、ＬＣＤ１０９にゲームやムービー等を表示する処理に切り替える。
【００２７】
　なお、本実施形態では、モーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１０７が第１態
様または第２態様に切り替えられると、顧客等の意思に関わらず、ＬＣＤ１０９に表示す
る情報が異なる処理に切り替えられているが、これに限定するものではない。例えば、切
替部５０２は、モーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１０７が第１態様または第
２態様に切り替えられたことが検出された場合に、実行部５０１により実行する処理を、
当該実行部５０１により実行する処理を選択する処理選択画面を表示する処理に切り替え
る。その後、処理選択画面における処理の選択に応じて、切替部５０２は、実行部５０１
により実行する処理を切り替えても良い。これにより、切替部５０２は、タブレットＰＣ
１０７が第１態様または第２態様に切り替えられた場合に、顧客等の意思を反映して、Ｌ
ＣＤ１０９に表示する情報が同じまたは異なる処理に切り替えることもできる。
【００２８】
　次に、図８を用いて、タブレットＰＣ１０７が第１態様から第２態様に変更された場合
に、実行する処理を切り替える処理の流れについて説明する。図８は、タブレットＰＣが
第１態様から第２態様に変更された場合に、実行する処理を切り替える処理の流れを示す
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フローチャートである。なお、本実施形態では、タブレットＰＣ１０７が第１態様から第
２態様に変更された場合における、実行する処理の切り替えについて説明するが、タブレ
ットＰＣ１０７が第２態様から第１態様に変更された場合における、実行する処理の切り
替えも同様に行われる。
【００２９】
　顧客がショッピングカート１を店舗の入口で借り受け、タブレットＰＣ１０７が第１態
様にある場合、切替部５０２は、実行部５０１により実行する処理を切り替えて、ＬＣＤ
１０９に店内情報を表示する（ステップＳ８０１）。その後、モーションセンサ４０６に
よりタブレットＰＣ１０７が第２態様に変更されたことが検出された場合（ステップＳ８
０２：Ｙｅｓ）、切替部５０２は、実行部５０１により実行する処理を切り替えて、ＬＣ
Ｄ１０９にゲームまたはムービーを表示する（ステップＳ８０３）。一方、モーションセ
ンサ４０６によりタブレットＰＣ１０７が第２態様に変更されたことが検出されなかった
場合（ステップＳ８０２：Ｎｏ）、切替部５０２は、タブレットＰＣ１０７が第１態様の
ままであると判断して、実行部５０１により実行する処理の切り替えを行わない。
【００３０】
　このように、第１の実施形態にかかるショッピングカート１によれば、操作者側を向い
て座って使用される座席１１１と、座席１１１と操作者との間に設けられかつ操作者が把
持するハンドル部１０３と、情報を表示する画面であるＬＣＤ１０９を有し、ショッピン
グカート１を移動させる操作者側にＬＣＤ１０９が向けられた第１態様またはＬＣＤ１０
９が座席１１１に座っている子供側に向けられた第２態様に変更可能なタブレットＰＣ１
０７と、ＬＣＤ１０９に情報を表示する処理を実行する実行部５０１と、タブレットＰＣ
１０７が第１態様または第２態様に変更されたことを検出するモーションセンサ４０６と
、タブレットＰＣ１０７が第１態様または第２態様に変更されたことが検出された場合、
実行部５０１により実行する処理を切り替える切替部５０２と、を備えることにより、子
連れショッピングにおいて、子供を退屈させることがなくなるので、親に対して沢山のシ
ョッピング時間を提供することができる、つまり、ビジネスチャンスが中断することを防
止できる。
【００３１】
（第２の実施形態）
　本実施形態は、座席１１１とハンドル部１０３との間に設けられ、第１態様およびＬＣ
Ｄ１０９が座席１１１側に向けられた第２態様に変更されたタブレットＰＣ１０７を載置
するドックを有する例である。なお、以下の説明では、第１の実施形態と同様の箇所につ
いては説明を省略し、第１の実施形態と異なる箇所についてのみ説明する。
【００３２】
　図９は、タグレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるショッピングカートを示
す斜視図である。図９（ａ）は、タブレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるシ
ョッピングカート全体の斜視図である。図９（ｂ）は、タブレットＰＣが第１態様に変更
された場合におけるショッピングカートのハンドル部付近の斜視図である。図１０は、タ
ブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピングカートを示す斜視図であ
る。図１０（ａ）は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピング
カート全体の斜視図である。図１０（ｂ）は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場
合におけるショッピングカートのハンドル部付近の斜視図である。
【００３３】
　本実施形態では、ショッピングカート１は、座席１１１（図１参照）とハンドル部１０
３との間に、第１態様およびＬＣＤ１０９が座席１１１側に向けられた第２態様に変更さ
れたタブレットＰＣ１０７を載置するドック９０１が設けられた部材９０２を備えている
。
【００３４】
　本実施形態では、モーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０７が左右方向に１８
０度回転したことをもって、若しくはタブレットＰＣ１０７が上下方向に１８０度回転し
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たことをもって、第１態様または第２態様に変更されたことを検出する。
【００３５】
　顧客Ａは、店舗情報等を閲覧したい場合には、図１０に示す第２状態にあるタブレット
ＰＣ１０７をドック９０１から取り外し、取り外したタブレットＰＣ１０７を左右方向ま
たは上下方向に１８０度回転させる。これにより、モーションセンサ４０６は、タブレッ
トＰＣ１０７が、図９（ａ）および図９（ｂ）に示す第１態様に変更されたことを検出す
る。モーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１０７が第１態様に変更されたことが
検出されると、切替部５０２は、実行部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０９に店
舗情報を表示する処理に切り替える。
【００３６】
　一方、顧客Ａは、ショッピングカート１の座席１１１（図１参照）に座っている子供Ｂ
が退屈してぐずってしまった場合には、図９に示す第１態様にあるタブレットＰＣ１０７
をドック９０１から取り外し、取り外したタブレットＰＣ１０７を左右方向または上下方
向に１８０度回転させる。これにより、モーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０
７が、図１０（ａ）および図１０（ｂ）に示す第２態様に変更されたことを検出する。モ
ーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１０７が第２態様に変更されたことが検出さ
れると、切替部５０２は、実行部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０９にゲームや
ムービー等を表示する処理に切り替える。
【００３７】
　このように、第２の実施形態にかかるショッピングカート１によれば、操作者側を向い
て座って使用される座席１１１と、座席１１１と操作者との間に設けられかつ操作者が把
持するハンドル部１０３と、座席１１１とハンドル部１０３との間に設けられ、第１態様
、およびＬＣＤ１０９が座席１１１側に向けられた第２態様のタブレットＰＣ１０７を載
置するドック９０１と、タブレットＰＣ１０７が左右方向または上下方向に１８０度回転
したことをもってタブレットＰＣ１０７が第１態様または第２態様に変更されたことを検
出するモーションセンサ４０６と、を備えることにより、第１の実施形態にかかるショッ
ピングカート１と同様の作用効果を得ることができる。
【００３８】
（第３の実施形態）
　本実施形態は、顧客側と反対側を向いて座って使用される座席と、当該座席とハンドル
部１０３との間に設けられ第１態様のタブレットＰＣ１０７を載置する第１ドックと、当
該座席よりも前方に設けられるとともに、ＬＣＤ１０９が当該座席側に向けられた第２態
様のタブレットＰＣ１０７を載置する第２ドックと、を備える例である。なお、以下の説
明では、上述の実施形態と同様の箇所については説明を省略し、上述の実施形態と異なる
箇所についてのみ説明する。
【００３９】
　図１１は、タグレットＰＣが第１態様に変更された場合におけるショッピングカートを
示す斜視図である。図１１（ａ）は、タブレットＰＣが第１態様に変更された場合におけ
るショッピングカート全体の斜視図である。図１１（ｂ）は、タブレットＰＣが第１態様
に変更された場合におけるショッピングカートのハンドル部付近の斜視図である。図１２
は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッピングカートを示す斜視
図である。図１２（ａ）は、タブレットＰＣが第２態様に変更された場合におけるショッ
ピングカート全体の斜視図である。図１２（ｂ）は、タブレットＰＣが第２態様に変更さ
れた場合におけるショッピングカートのハンドル部付近の斜視図である。
【００４０】
　本実施形態では、ショッピングカート１は、顧客側と反対側を向いて座って使用される
座席（図示しない）を備える。また、ショッピングカート１は、顧客側と反対側を向いて
座って使用される座席とハンドル部１０３との間に設けられ第１態様のタブレットＰＣ１
０７を載置する第１ドック１１０１が設けられた部材１１０２を備える。さらに、ショッ
ピングカート１は、顧客側と反対側を向いて座って使用される座席よりも前方に設けられ
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、ＬＣＤ１０９が座席側に向けられた第２態様のタブレットＰＣ１０７を載置する第２ド
ック１１０３が設けられた部材１１０４を備える。
【００４１】
　本実施形態では、モーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０７が前後に移動した
ことをもって、タブレットＰＣ１０７が第１態様または第２態様に変更されたことを検出
する。
【００４２】
　顧客Ａは、店舗情報等を閲覧した場合には、図１２に示す第２状態にあるタブレットＰ
Ｃ１０７をドック１１０３から取り外し、取り外したタブレットＰＣ１０７をショッピン
グカート１の後方に移動させる。これにより、モーションセンサ４０６は、タブレットＰ
Ｃ１０７が、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示す第１態様に変更されたことを検出す
る。モーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１０７が第１態様に変更されたことが
検出されると、切替部５０２は、実行部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０９に店
舗情報を表示する処理に切り替える。
【００４３】
　一方、顧客Ａは、ショッピングカート１の座席に座っている子供Ｂが退屈してぐずって
しまった場合には、図１１に示す第１態様にあるタブレットＰＣ１０７をドック１１０１
から取り外し、取り外したタブレットＰＣ１０７をショッピングカート１の前方に移動さ
せる。これにより、モーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０７が、図１２（ａ）
および図１２（ｂ）に示す第２態様に変更されたことを検出する。モーションセンサ４０
６によりタブレットＰＣ１０７が第２態様に変更されたことが検出されると、切替部５０
２は、実行部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０９にゲームやムービー等を表示す
る処理に切り替える。
【００４４】
　このように、第３の実施形態にかかるショッピングカート１によれば、操作者側と反対
側を向いて座って使用される座席と、当該座席と操作者との間に設けられかつ操作者が把
持するハンドル部１０３と、当該座席とハンドル部１０３との間に設けられ第１態様のタ
ブレットＰＣ１０７を載置する第１ドック１１０１と、当該座席よりも前方に設けられる
とともに、ＬＣＤ１０９が当該座席側に向けられた第２態様のタブレットＰＣ１０７を載
置する第２ドック１１０３と、タブレットＰＣ１０７が前後に移動したことをもって第１
態様または第２態様に変更されたことを検出するモーションセンサ４０６と、を備えるこ
とにより、第１の実施形態にかかるショッピングカート１と同様の作用効果を得ることが
できる。
【００４５】
（第４の実施形態）
　本実施形態は、タブレットＰＣ１０７が縦型または横型に回転して第１態様または第２
態様に変更される例である。なお、以下の説明では、上述の実施形態と同様の箇所につい
ては説明を省略し、上述の実施形態と異なる箇所についてのみ説明する。
【００４６】
　図１３は、第４の実施形態にかかるショッピングカートに取り付けられたタブレットＰ
Ｃの背面側からの斜視図である。図１４および図１５は、第４の実施形態にかかるショッ
ピングカートに取り付けられたタブレットＰＣの正面側からの斜視図である。
【００４７】
　本実施形態にかかるショッピングカート１には、タブレットＰＣ１０７を縦型または横
型に回転自在に支持するピボット機能を備えた保持部１３０１が設けられている。保持部
１３０１は、タブレットＰＣ１０７のハウジング１０８をハンドル部１０３に対して固定
的に支持するフレーム支持部１３０２と、タブレットＰＣ１０７と接触して当該タブレッ
トＰＣ１０７を縦型または横型に回転自在に支持する軸部１３０３と、を有している。こ
れにより、タブレットＰＣ１０７は、軸部１３０３を中心に回転することにより、ＬＣＤ
１０９が顧客側に向けられかつタブレットＰＣ１０７が横型に回転した第１態様（図１４
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参照）、またはＬＣＤ１０９が顧客側に向けられかつタブレットＰＣ１０７が縦型に回転
した第２態様（図１５参照）に変更される。
【００４８】
　なお、本実施形態では、タブレットＰＣ１０７が横型に回転した態様を第１態様とし、
タブレットＰＣ１０７が縦型に回転した態様を第２態様としているが、タブレットＰＣ１
０７を縦型または横型に回転させて第１態様または第２態様に変更するものであれば、こ
れに限定するものではない。例えば、タブレットＰＣ１０７が縦型に回転した態様を第１
態様とし、タブレットＰＣ１０７が横型に回転した態様を第２態様としても良い。
【００４９】
　本実施形態では、モーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０７が縦型または横型
に回転したことをもって、タブレットＰＣ１０７が第１態様または第２態様に変更された
ことを検出する。
【００５０】
　顧客は、店舗情報等を閲覧したい場合には、図１５に示す第２状態にあるタブレットＰ
Ｃ１０７を横型に回転させる。これにより、モーションセンサ４０６は、タブレットＰＣ
１０７が、図１４に示す第１態様に変更されたことを検出する。モーションセンサ４０６
によりタブレットＰＣ１０７が第１態様に変更されたことが検出されると、切替部５０２
は、実行部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０９に店舗情報を表示する処理に切り
替える。
【００５１】
　一方、顧客は、当該顧客の隣に居る子供が退屈してぐずってしまった場合には、図１４
に示す第１態様にあるタブレットＰＣ１０７を縦型に回転させる。これにより、モーショ
ンセンサ４０６は、タブレットＰＣ１０７が、図１５に示す第２態様に変更されたことを
検出する。モーションセンサ４０６によりタブレットＰＣ１０７が第２態様に変更された
ことが検出されると、切替部５０２は、実行部５０１により実行する処理を、ＬＣＤ１０
９にゲームやムービー等を表示する処理に切り替える。
【００５２】
　このように、第４の実施形態にかかるショッピングカート１によれば、縦型または横型
に回転して第１態様または第２態様に変更されるタブレットＰＣ１０７と、タブレットＰ
Ｃ１０７が縦型または横型に回転したことをもって第１態様または第２態様に変更された
ことを検出するモーションセンサ４０６と、を備えることにより、第１の実施形態にかか
るショッピングカート１と同様の作用効果を得ることができる。
【００５３】
　以上説明したとおり、第１から第４の実施形態によれば、親に対して沢山のショッピン
グ時間を提供することができる。
【００５４】
　なお、本実施形態のショッピングカート１で実行されるプログラムは、ＲＯＭ等の不揮
発性メモリ４０５に予め組み込まれて提供されるが、これに限定するものではなく、イン
ストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディス
ク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取
り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【００５５】
　さらに、本実施形態のショッピングカート１で実行されるプログラムを、インターネッ
ト等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロ
ードさせることにより提供するように構成しても良い。また、本実施形態のショッピング
カート１で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配
布するように構成しても良い。
【符号の説明】
【００５６】
　１　ショッピングカート
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　１０３　ハンドル部
　１０７　タブレットＰＣ
　１０９　ＬＣＤ
　１１１　座席
　４０２　ＣＰＵ
　４０５　不揮発性メモリ
　４０６　モーションセンサ
　５０１　実行部
　５０２　切替部
　９０１　ドック
　１１０１　第１ドック
　１１０３　第２ドック
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５７】
【特許文献１】特開２０１０－７６５０７号公報

【図１】 【図２】

【図３】
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